
給与台帳・給与明細の 

デジタル化！ペーパーレス 

の給与台帳は管理が簡単で

す。個人の給与明細はご自分

のスマホで確認できます 

便利で安心！！ 

「106万円の壁」対応  

担当；秋本、染矢 

令和６年８月 

事務所ニュース[№296]    

  

 
キャリアアップ助成金・「社会保険適用時処遇改善コース」 

             －年収の壁・支援強化パッケージー 

 

パートアルバイトで働く方の「年収の壁」に対する意識 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◎従業員が社会保険に加入しても手取りが減らないような取り組みを行った 51人以上 
    の企業への助成金です 

 

    男性育児休業取得奨励金 

            －宮崎県－ 
 

男性従業員が通算４週間以上の育休を取得した場合１企業あたり最大 100万円の奨励金です 

 

 

        ○◎お盆休み○◎ 
8/10（土）～8/18（日）まで 

休ませていただきますのでご迷惑 

をおかけいたしますが、よろしく 

お願いいたします 

 

 

社会保険労務士法人オフィスＣＯＡ・中小企業労働保険協会・外国人登録支援機関 

TEL 0985-25-1200   FAX 0985-25-2378 

E-mail：contact@office-coa.ne.jp    ✱  HP：https://www.office-coa.net 

年収１０６万円以上となることで、 

厚生年金・健康保険に加入するため 

保険料負担を避け、就業調整してしまう。 

年収１３０万円以上となることで、 

国民年金・国民健康保険に加入するため 

保険料負担を避け、就業調整してしまう。 

パートアルバイトで働く方の 

厚生年金や健康保険の加入に併せて 

手取り収入を減らさない取組（※） 

を実施する企業に対し、 

労働者１人あたり最大 50 万円 

の支援をします。 
 （※）・社会保険適用促進手当を支給 

    （社会保険の算定対象外） 

    ・賃上げによる基本給の増額 

    ・所定労働時間の延長 

パートアルバイトで働く方が、 

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、 

収入が一時的に上がったとして 

も、事業主がその旨を証明すること 

で、引き続き被扶養者認定が可能 

となる仕組みを作ります。 

「130万円の壁」対応 

mailto:contact@office-coa.ne.jp

